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８月から医療・介護の自己負担増　　　　　　　　　　　　　　
医療では、患者の自己負担に上限を設ける｢高額療養費制度｣で、７０歳以上を対象に上限額が引き上げられます。年収３７０万円未満で住民税を課税されている人の場合、外来の負担上限が月２千円上がり、１万４千円に引き上げられます。　　　ｐ介護では、サービス利用の自己負担限度額（高額介護サービス費）を、月額７２００円増の４万４４００円に引き上げられます。　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ現役世代が負担する介護保険料は、大手企業会社員や公務員を中心に年収に応じて負担が引き上げられます。４０～６４歳の現役世代が支払う介護保険料は、健康保険組合連合（健保連）などが加入者数に応じて介護納付金を納めるこれまでの「人数割」から、収入に応じて支払う「総報酬割」を段階的に導入されます。２０年度に全面導入し、約１３００万人が対象になる見込みです。厚労省は、健保組合加入で年収が４５６万円の場合、月額７２７円増（労使含む）の５８５２円と試算しています。年収８４１万円では５６６８円増（同）の１万７９３円になります。「能力に応じた負担」を理由にしていますが、協会けんぽに支出している国庫補助金を他の保険者に肩代わりさせるものです。
今年の通常国会で決められた「介護保険法改悪」の内容は、　　　　　　　　　　　　　　１、 利用料が３割に（現役並みの所得者）
２、 組合に総報酬割導入（現役の負担増、上記）
３、 自立支援にインセンティブ（給付の削減）
４、 介護医療院の創設（介護療養病床の廃止）
５、 我が事・丸ごと地域共生社会の実現（介護と障害の統合）
６、 高額介護費の負担上限の引き上げ（上記）、福祉用具の見直し等々です。
改悪の一方で、介護職員等の処遇改善の必要性が問題になっています。
ｐ桑名市では、４日（金）に、地域包括ケアシステム推進協議会の介護部会が開催され、次期（来年４月以降）計画期間中における介護予防・日常生活支援総合事業（サービス事業）について審議されます。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください。
日刊紙　月３,４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議員団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは　２２－３０２８　（星野自宅）
「地域創造プロジェクト」（案）説明会【住民からの意見】
「地域創造プロジェクト」（案）（（仮称）「まちづくり協議会」の形成に向けて）と総合支所・地区センター・公民館の廃止（コミュニティセンター化）の説明会が各地区で行われています。
私は、７月９日城南地区センター、２３日深谷地区センター、３０日多度公民館講堂（小山台・柚井）に参加し、地区の皆さんの意見を聞いてきました。　
1、 コミュニティセンターはいくつ作るのか。（多度で１つか）

2、 住民サービスの低下にならないか。（市民が不便にならないように）

3、 総合支所・地区センター・公民館の廃止は、「まちづくり協議会」が出来てからでいいのではないか。

4、 交付金は、市の業務の市民への押し付けで、取り合いにならないか。

5、 コンビニ交付より、顔を見てサービスを受けたい。

6、 職員がサラリーマン化しており、ちゃんとやってくれるか不満。

7、 説明会を進捗に合わせて何回もやって欲しいい。

これらの意見を集約して、市民が満足できる回答を出せないのなら、総合支所・地区センターの廃止を伴う「地域創造プロジェクト」は止めるべきです。
いなべ市の「小中一貫教育」
いなべ市では、今年から「小中一貫教育」を行っているという事で、８月１日に、いなべ市教育委員会へ聞き取りに行きました。
「小中一貫教育」を手法とした「新しい学校つくり」を実施しています。いなべ市の進める「小中一貫教育」は、小中一貫型小学校・中学校で、各校に校長がいるそうです。中学校区ごとにグランドデザインを作っています。施設形態は、藤原中学校区のみ「一体型」で他の３校区は「分離型」です。（詳細は後日報告予定）

教育講演会　小中一貫教育を考える「小中一貫教育てなあに」
講師　小森 久衛 先生（元四日市大学教授）
【日時】９月２日（土）午後２時～４時
【場所】大山田公民館２Ｆ大会議室　　（主催　日本共産党桑名市議団）
「加計学園」問題と陸自「日報隠蔽」問題　　　　　　　
（１）衆参両院の予算委員会の閉会中の審査が７月２４・２５日に行われ、安倍首相の親友が理事長を務める｢加計学園｣の獣医学部開設問題や、南スーダンの国連平和維持活動(ＰＫＯ)に派兵された陸上自衛隊の日報隠し等の審査が行われました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）安倍首相は２４日の衆院予算委員会で、愛媛県今治市に国家戦略特区を活用して獣医学部を新設する計画の対象が「加計学園」であることを知ったのが、「今年１月２０日だ」と答弁しました。これに対し日本共産党の小池書記局長は２５日の参院予算委員会で、安倍首相がこれまで「（加計であることを）知りうる立場だった」と繰り返し答弁していることや、この間も加計学園の理事長と会食、ゴルフを繰り返していることをあげ、「知りうる立場だったが、知らないなどという話が通用するはずがない」と厳しく批判しました。
ｐ安倍首相の意図は、昨年９月以降、和泉首相補佐官や内閣府、萩生田官房副長官などが文部科学省に対し、加計学園の獣医学部新設認可を早急に進めるよう強い圧力を加え続けたことが鮮明になる中で、「首相自身は関知せず」という“ストーリー”をつくり、自分を守ることを最優先にするものです。　　　　　　　　　　　　　　ｐ安倍首相や関係閣僚の答弁は説明責任を果たすどころか、｢不正はなかった」「記憶がない｣などと無責任極まるものでした。国民の不信解消とは程遠い姿です。安倍首相は自己保身に必死です。これに対し前川前文科次官の明確な答弁、発覚した文科省内の資料・メモ、獣医師会の資料、今治市に残されたメモ・資料などはすべて、獣医学部新設が｢加計ありき｣で進んだことを示しています。安倍首相が口にする｢丁寧な説明｣が、嘘と欺瞞にすぎないことが誰の目にも明らかとなりました。安倍政権の自浄能力は示されず、法治主義の崩壊状態を露呈しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ２日間の閉会中審査で「丁寧な説明」を口にし、“低姿勢”を装った安倍首相ですが国民の疑問には何ら答えず、むしろ疑惑は深まるばかりでした。　　　　　　（３）陸上自衛隊が南スーダンＰＫＯ(国連平和維持活動)派兵部隊の日報を廃棄したとしながら実際は保管していた問題をめぐり、稲田防衛相が「監督責任」を理由に辞任しました。同時に防衛監察本部が公表した特別防衛監察の結果は、陸自が日報を保管していた事実を非公表とする判断に稲田防衛相が関与していた疑惑を認定しませんでした。しかし、防衛監察本部も、稲田防衛相に陸自の日報保管が報告された可能性があることを認めています。稲田防衛相の疑惑は濃厚であり、辞任で幕引きを図るとすれば、それこそ重大な“隠蔽工作”に他なりません。
ｐ日報は、昨年７月に南スーダンの首都ジュバで政府軍と反政府勢力との間で発生した武力紛争を「戦闘」と明記し、「停戦合意」など自衛隊派兵の前提である「ＰＫＯ参加５原則」が崩壊していることを示していました。　　　　　　　　　　　　　　ｐ安倍首相は、自衛隊の最高指揮官でありながら、陸自の日報保管の疑惑が持ち上がってから今まで一度も防衛省・自衛隊から報告を求めず、稲田防衛相をかばい続けてきました。安倍首相自身の責任も極めて重大です。　　　　　　　　　　　　　（４）安倍首相は、３日の内閣改造で誤魔化し、逃げきろうとしています。徹底した真相究明のため、安倍首相と稲田防衛相は国会で説明責任を果たすべきです。
働き方改革　「残業代ゼロ制度」は撤回を　　　　　
　連合（日本労働組合総連合会）は７月２７日、札幌市で臨時の中央執行委員会を開き、残業代も支払わず過労死するほど働かせる「残業代ゼロ制度」（高度プロフェッショナル制度）の導入など労働基準法改定案について、修正・容認する「政労使」合意を結ばず、反対を貫くことを満場一致で決めました。
　連合は「残業代ゼロ法案」だと反対してきましたが、政府案がそのまま成立する事態を避けるとして、執行部が、一部修正を政府に要請しました。この条件付きで事実上容認する方針転換に対し、「組合員への裏切りだ」などと反対意見が連合内外から噴出してきました。
　労働者や過労死遺族、市民らの世論や運動に押されて反対姿勢を明確にしたものです。秋の臨時国会で「残業代ゼロ法案」成立と野党共闘つぶしを狙った安倍首相のたくらみは破たんに追い込まれました。
【「残業代ゼロ法案」の問題点】｢残業代ゼロ制度｣を導入しようとする政府の主張には、幾つも誤魔化しがあります。
　一つは、年収１０７５万円という高収入に限定するという点です。経団連は「年収４００万円以上」を提言しています。塩崎厚生労働相も「小さく生んで大きく育てる」と明言しています。年収要件は法案に明記されていません。いったん導入されたなら、どんどん対象が広がります。
　二つは、時間でなく成果で評価されるという点です。これは法案に書かれていませんが、成果主義賃金を導入した職場では、長時間労働が蔓延しています。労働者は、成果をだすために、時間と体力の限界を超えて働かざるを得ない立場に追いやられます。そのうえ、労働時間規制をはずせば、際限のない労働に追い立てられることになります。
　三つは、「健康確保措置」をとるという点です。「年１０４日以上の休日」をあたえて「健康確保」するといいます。しかし、１０４日の休日で休めるのは週２日だけです。お盆も正月もゴールデンウイークも有給休暇もありません。年２６１日は、無制限の長時間労働をおしつけられます。
　こんな制度が導入されたなら、過労死が激増するのは火を見るよりも明らかです。だからこそ、広範な労働組合、市民団体が強く反対してきました。この２年間、政府が国会に法案を提出したものの審議できなかったのは、それだけ反対の声が強いからです。
　日本共産党は、｢残業代ゼロ｣法案撤回とともに長時間労働と過労死をなくすための緊急提案（残業上限規制に例外を設けず､週１５時間､月４５時間、年３６０時間とする大臣告示の法定化とともに、勤務から次の勤務までの間に連続１１時間の休息時間を設けること、長時間労働の温床となっている裁量労働制等の規制強化など。）を発表しています。
　共産党、民進党、自由党、社民党は、長時間労働を規制する法案を国会に共同で提出しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ労働者・市民と野党との共同の力で、「残業代ゼロ法案」を撤回させ、長時間労働規制の法改正を実現しましょう。[image: image1.png]



日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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Ｎｏ．２８８　　　２０１７年　　　８　月　３　日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５











































































































